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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＰ網に接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠した端末機能を備えたネットワーク
端末装置において、
　Ｔ．３０ファクシミリ非標準信号を透過させるマニュファクチャーコードおよびプロダ
クトコードを登録するマニュファクチャーコード登録手段を備え、
　呼接続時、受信した呼制御信号に含まれるマニュファクチャーコードおよびプロダクト
コードが、上記マニュファクチャーコード登録手段に登録されている場合には、Ｔ．３０
ファクシミリ非標準信号をも用いて通信動作を行う一方、上記呼制御信号に含まれるマニ
ュファクチャーコードおよびプロダクトコードが、上記マニュファクチャーコード登録手
段に登録されていない場合には、当該通信接続においては、Ｔ．３０ファクシミリ非標準
信号を用いない通信動作を行うようにしたことを特徴とするネットワーク端末装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＩＰ網に接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠した端末機能を備えたネ
ットワーク端末装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インターネット等のＩＰ網を中継網としてファクシミリ通信を行えるようにする
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ために、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠した通信機器が実用されている（特許文献１参照
）。
【０００３】
　例えば、標準Ｔ．３８に準拠した通信機能を備えたゲートウェイ装置は、アナログ公衆
網とＩＰ網の双方に接続され、送信側のグループ３ファクシミリ装置と、受信側のグルー
プ３ファクシミリ装置のそれぞれについて、ゲートウェイ機能を提供する。
【０００４】
　このようなゲートウェイ装置を利用した通信システムでは、例えば、送信側のグループ
３ファクシミリ装置は、アナログ公衆網を介して第１のゲートウェイ装置へ発呼するとと
もに、宛先の受信側のグループ３ファクシミリ装置のファクシミリ番号を通知し、それに
より、当該第１のゲートウェイ装置は、ＩＰ網を介して、宛先の電話番号に対応した第２
のゲートウェイ装置へ接続要求し、宛先のファクシミリ番号を通知し、この第２のゲート
ウェイ装置は、指定されたファクシミリ番号の受信側のグループ３ファクシミリ装置へ発
呼する。
【０００５】
　これにより、送信側のグループ３ファクシミリ装置は、アナログ公衆網、第１のゲート
ウェイ装置、ＩＰ網、第２のゲートウェイ装置、および、アナログ公衆網を介して、受信
側のグループ３ファクシミリ装置との間で通信パスが形成され、当該通信パスを用いて、
送信側のグループ３ファクシミリ装置と受信側のグループ３ファクシミリ装置との間で、
所定のファクシミリ通信動作が行われる。
【０００６】
　このような通信システムでは、送信側のグループ３ファクシミリ装置と受信側のグルー
プ３ファクシミリ装置との距離が長い場合、ＩＰ網を中継できるので、通信料金を低減で
きるという効果がある。
【０００７】
　また、近年のように、ＶｏＩＰ（Ｖｏｉｃｅ　ｏｖｅｒ　ＩＰ）通信が広まっている場
合、当該ＶｏＩＰ通信に利用しているＩＰ網をそのまま利用して、ファクシミリ通信を行
うことができるので、よりコスト的に有利となる。
【特許文献１】特開２００１－２９２２６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　さて、上述したような通信システムにおいて、送信側のグループ３ファクシミリ装置と
受信側のグループ３ファクシミリ装置とが同一メーカーの場合、この場合には、通常、メ
ーカー独自の機能を利用して、より効率よくファクシミリ通信を行うように制御される。
いわゆる、メーカー独自モード（「非標準モード」ともいわれる）の通信が行われる。
【０００９】
　すなわち、グループ３ファクシミリ通信手順を規定しているＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０が
標準的に提供している通信機能よりも、メーカー独自のオプション機能を利用した場合の
方が、より通信時間を低減できたり、より高品質な画像を通信できるからである。
【００１０】
　また、このようなオプション機能を利用する際のネゴシェーションに用いられる信号は
、ファクシミリ伝送制御手順信号のうちオプション機能を設定する信号、例えば、信号Ｎ
ＳＦ，ＮＳＣ，ＮＳＳなどである。
【００１１】
　一方、オプション機能を定義する信号の情報フィールドのマッピング内容は、メーカー
独自のものであり、かつ、通常、他のメーカーには公開されることのない性格のものであ
る。
【００１２】
　このため、グループ３ファクシミリ装置が接続するゲートウェイ装置が、グループ３フ
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ァクシミリ装置と異なるメーカーの場合には、当該ゲートウェイ装置は、グループ３ファ
クシミリ装置がやりとりする信号ＮＳＦ，ＮＳＣ，ＮＳＳに含まれる情報フィールドの内
容を解釈することができないので、例えば、送信側と受信側とで設定した通信速度を判定
することができず、その結果、画情報のやりとりが行われる段階（グループ３ファクシミ
リ伝送手順のフェーズＣ）で、通信エラーが発生して、通信パスが切断されるとい事態を
生じる。
【００１３】
　本発明は、かかる実情に鑑みてなされたものであり、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠し
た通信を適切に行えるようにしたネットワーク端末装置を提供することを目的としている
。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明は、ＩＰ網に接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠した端末機能を備えたネ
ットワーク端末装置において、Ｔ．３０ファクシミリ非標準信号を透過させるマニュファ
クチャーコードおよびプロダクトコードを登録するマニュファクチャーコード登録手段を
備え、接続時、受信した呼制御信号に含まれるマニュファクチャーコードおよびプロダク
トコードが、上記マニュファクチャーコード登録手段に登録されている場合には、Ｔ．３
０ファクシミリ非標準信号を用いて通信動作を行う一方、上記呼制御信号に含まれるマニ
ュファクチャーコードおよびプロダクトコードが、上記マニュファクチャーコード登録手
段に登録されていない場合には、当該通信接続においては、Ｔ．３０ファクシミリ非標準
信号を用いない通信動作を行うようにしたものである。
【発明の効果】
【００１８】
　したがって、あらかじめ登録されているメーカーコードやマニュファクチャーコード以
外のメーカー製の端末から送出される非標準信号が阻止されるので、グループ３ファクシ
ミリ伝送手順上では、それ以降、非標準信号のやりとりがされず、標準的なグループ３フ
ァクシミリ伝送手順が行われ、その結果、適切にファクシミリ通信が可能になると言う効
果を得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施の形態を詳細に説明する。
【００２０】
　図１は、本発明の一実施例にかかるファクシミリ通信システムの一例を示している。
【００２１】
　このファクシミリ通信システムは、アナログ公衆網ＰＳＴＮ１に接続されたグループ３
ファクシミリ装置ＦＸ１、アナログ公衆網ＰＳＴＮ１およびＩＰ網ＮＴに接続され、ＩＴ
Ｕ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したゲートウェイ機能を備えたＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１
、アナログ公衆網ＰＳＴＮ２に接続されたグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２、アナログ
公衆網ＰＳＴＮ２およびＩＰ網ＮＴに接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したゲー
トウェイ機能を備えたＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２から構成されている。
【００２２】
　ここで、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１とＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１が同一地
域内に設置されるとともに、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２とＴ３８ゲートウェイ装
置ＧＷ２が同一地域内に設置され、それらの設置地域は、相互に遠隔地域である。
【００２３】
　したがって、この場合、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１については、Ｔ３８ゲート
ウェイ装置ＧＷ１が勧告Ｔ．３８に準拠したリアルタイム型インターネットファクシミリ
通信サービスを提供し、また、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２については、Ｔ３８ゲ
ートウェイ装置ＧＷ２がリアルタイム型インターネットファクシミリ通信サービスを提供
する。
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【００２４】
　図２は、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ（ＧＷ１，ＧＷ２）の構成例を示している。
【００２５】
　同図において、システム制御部１は、このＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷの各部の制御処
理、ファクシミリ伝送制御手順（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０手順）処理、および、リアルタ
イム伝送制御手順（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８手順）処理などの各種制御処理を行うもので
あり、システムメモリ２は、システム制御部１が実行する制御処理プログラム、および、
処理プログラムを実行するときに必要な各種データなどを記憶するとともに、システム制
御部１のワークエリアを構成するものであり、パラメータメモリ３は、このＴ３８ゲート
ウェイ装置ＧＷに固有な各種の情報を記憶するためのものであり、時計回路４は、現在時
刻情報を出力するものである。
【００２６】
　操作表示部５は、このＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷを操作するためのもので、各種の操
作キー、および、各種の表示器からなる。符号化復号化部６は、画信号を符号化圧縮する
とともに、符号化圧縮されている画情報を元の画信号に復号化するためのものであり、こ
の場合には、画情報受信時のエラー検出を主目的として用いられる。また、画像蓄積装置
７は、符号化圧縮された状態の画情報を多数記憶するためのものである。
【００２７】
　グループ３ファクシミリモデム８は、グループ３ファクシミリのモデム機能を実現する
ためのものであり、伝送手順信号をやりとりするための低速モデム機能（Ｖ．２１モデム
）、および、おもに画情報をやりとりするための高速モデム機能（Ｖ．１７モデム、Ｖ．
３４モデム、Ｖ．２９モデム、Ｖ．２７ｔｅｒモデムなど）を備えている。
【００２８】
　網制御装置９は、このＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷをアナログ公衆網ＰＳＴＮに接続す
るためのものであり、自動発着信機能を備えている。
【００２９】
　ＩＰ網インターフェース回路１２は、このＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷをＩＰ網ＮＴへ
接続し、ＩＰ網ＮＴを介して種々のデータをやりとりするためのものであり、ＴＣＰ／Ｉ
Ｐパケット解析部１３は、ＴＣＰモード時に、ＩＰ網インターフェース回路１２が受信し
たＴＣＰ／ＩＰパケットを解析して受信情報を取り出すためのものであり、ＵＤＰパケッ
ト解析部１４は、ＵＤＰモード時に、ＩＰ網インターフェース回路１２が受信したＵＤＰ
パケットを解析して受信情報を取り出すためのものである。
【００３０】
　グループ３プロトコル情報生成部１５は、リアルタイム伝送手順において、ＴＣＰモー
ド時はＴＣＰ／ＩＰパケット解析部１３から出力される受信情報を対応するグループ３伝
送手順信号情報に変換するとともに、ＵＤＰモード時はＵＤＰパケット解析部１４から出
力される受信情報を対応するグループ３伝送手順信号情報に変換するものである。
【００３１】
　グループ３プロトコル情報取出部１６は、リアルタイム伝送手順において、送信するグ
ループ３ファクシミリ伝送手順情報を取り出すためのものであり、ＴＣＰ／ＩＰパケット
変換部１７は、ＴＣＰモード時、グループ３プロトコル情報取出部１６から出力されるグ
ループ３ファクシミリ伝送手順情報をＴＣＰ／ＩＰパケットデータへ変換するためのもの
であり、その出力データは、ＩＰ網インターフェース回路１２へ加えられる。
【００３２】
　また、ＵＤＰパケット変換部１８は、ＵＤＰモード時、グループ３プロトコル情報取出
部１６から出力されるグループ３ファクシミリ伝送手順情報をＵＤＰパケットデータへ変
換するためのものであり、その出力データは、ＩＰ網インターフェース回路１２へ加えら
れる。
【００３３】
　また、Ｔ３８ＧＷ通信制御部１９は、このＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷが行う勧告Ｔ．
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３８に準拠したゲートウェイ機能の通信処理を行うためのものである。
【００３４】
　これらの、システム制御部１、システムメモリ２、パラメータメモリ３、時計回路４、
操作表示部５、符号化復号化部６、画像蓄積装置７、グループ３ファクシミリモデム８、
網制御装置９、グループ３プロトコル情報生成部１５、グループ３プロトコル情報取出部
１６、および、Ｔ３８ＧＷ通信制御部１９は、内部バス２０に接続されており、これらの
各要素間でのデータのやりとりは、主としてこの内部バス２０を介して行われている。
【００３５】
　また、網制御装置９とグループ３ファクシミリモデム８との間のデータのやりとりは、
直接行なわれている。
【００３６】
　図３は、勧告Ｔ．３８の通信手順（リアルタイム伝送手順）の一例を示している。ここ
では、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１がグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へ発呼し
て、画情報を送信する場合について示している。また、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ
１，ＦＸ２とＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２の間でやりとりされる信号は、勧告
Ｔ．３０に準拠したＴ３０ファクシミリ信号であり、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，Ｇ
Ｗ２の間でやりとりされる信号（パケット）は、勧告Ｔ．３８に準拠したＴ３８パケット
である。
【００３７】
　まず、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１は、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へ発呼し
、ユーザから指定された宛先電話番号をプッシュボタン信号ＰＢにより送出する。Ｔ３８
ゲートウェイ装置ＧＷ１は、着呼検出すると、着呼応答し、次いで、グループ３ファクシ
ミリ装置ＦＸ１よりプッシュボタン信号ＰＢによる宛先電話番号を受信する。
【００３８】
　次に、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１は、呼接続を要求するために勧告Ｔ．３０手
順のトーン信号ＣＮＧをＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へ送出する。これにより、Ｔ３８
ゲートウェイ装置ＧＷ１は、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２に対しＳＥＴＵＰパケットを
送信して、接続要求するとともに、宛先電話番号を通知する。それにより、Ｔ３８ゲート
ウェイ装置ＧＷ２は、指定されたグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へ発呼し、所定のト
ーン信号ＣＮＧを送出して呼接続を要求する一方、ＣＯＮＮＥＣＴパケットをＴ３８ゲー
トウェイ装置ＧＷ１へ送信して、呼接続を確認する。
【００３９】
　Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２から発呼され、呼接続が要求されたグループ３ファクシ
ミリ装置ＦＸ２は、着信応答して、所定のトーン信号ＣＥＤ（被呼局識別信号）を送出し
、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２は、このトーン信号ＣＥＤを検出すると、信号ＣＥＤを
検出した旨をあらわす信号（Ｔ３０ＩＮＤ：ＣＥＤ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へ
送信し、それにより、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１は、トーン信号ＣＥＤをグループ３
ファクシミリ装置ＦＸ１へ送出する。
【００４０】
　次いで、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２は、フラグ（Ｆｌａｇｓ）信号に続き、グ
ループ３ファクシミリ伝送手順信号であり、自端末のオプション的な伝送機能を通知する
ための信号ＮＳＦ、自端末の識別信号を通知するための信号ＣＳＩ、および、自端末の標
準的な伝送機能を通知するための信号ＤＩＳを順次送出する。Ｔ３８ゲートウェイ装置Ｇ
Ｗ２は、フラグ信号を検出すると、信号（Ｔ３０ＩＮＤ：Ｆｌａｇｓ）をＴ３８ゲートウ
ェイ装置ＧＷ１へ送信するとともに、信号ＮＳＦ，ＣＳＩ，ＤＩＳを順次検出すると、信
号ＮＳＦ，ＣＳＩ，ＤＩＳをあらわす信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：ＮＳＦ／ＣＳＩ／ＤＩＳ）
を、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へと順次送信する。
【００４１】
　それにより、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１は、フラグ信号を受信した時点でグループ
３ファクシミリ装置ＦＸ１へフラグ信号の送出を開始し、信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：ＮＳＦ
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／ＣＳＩ／ＤＩＳ）を受信すると、それぞれ対応する信号ＮＳＦ，ＣＳＩ，ＤＩＳをグル
ープ３ファクシミリ装置ＦＸ１へと送信する。
【００４２】
　これによって、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１は、グループ３ファクシミリ装置Ｆ
Ｘ２の識別信号および伝送機能を知るので、その通知された伝送機能に基づき、そのとき
に使用する伝送機能およびモデム速度などを設定する。次いで、グループ３ファクシミリ
装置ＦＸ１は、フラグ信号に続き、グループ３ファクシミリ伝送手順信号であり、自端末
の識別信号を通知するための信号ＴＳＩ、および、使用する伝送機能を通知するための信
号ＤＣＳを順次送出し、さらに、通知したモデム速度でモデムトレーニングを行うための
信号ＴＣＦを送出する。
【００４３】
　それにより、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１は、フラグ信号を検出すると、信号（Ｔ３
０ＩＮＤ：Ｆｌａｇｓ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２へ送信するとともに、信号ＴＳ
Ｉ，ＤＣＳ，ＴＣＦを順次検出すると、それらの信号ＴＳＩ，ＤＣＳをあらわす信号（Ｖ
２１ＨＤＬＣ：ＴＳＩ／ＤＣＳ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２へ送信する。
【００４４】
　それにより、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２は、フラグ信号を受信した時点でグループ
３ファクシミリ装置ＦＸ２へのフラグ信号の送出を開始し、信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：ＴＳ
Ｉ／ＤＣＳ）を受信すると、それぞれ対応する信号ＴＳＩ，ＤＣＳ、および、信号ＴＣＦ
をグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へと送信する。
【００４５】
　グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２は、信号ＴＳＩを受信すると、相手端末（グループ
３ファクシミリ装置ＦＸ１）の識別情報を取得し、信号ＤＣＳを受信すると使用する伝送
機能を取得し、それによって、モデム速度を設定し、信号ＴＣＦを受信する。
【００４６】
　そして、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２は、信号ＴＣＦの受信結果が良好な場合に
は、フラグ信号に続き、グループ３ファクシミリ伝送手順信号であり、受信準備が完了し
た旨を通知するための信号ＣＦＲを送出する。Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２は、フラグ
信号を検出すると、信号（Ｔ３０ＩＮＤ：Ｆｌａｇｓ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１
へ送信するとともに、信号ＣＦＲを検出すると、信号ＣＦＲをあらわす信号（Ｖ２１ＨＤ
ＬＣ：ＣＦＲ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へ送信する。
【００４７】
　それにより、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１は、フラグ信号を受信した時点でグループ
３ファクシミリ装置ＦＸ１へフラグ信号の送出を開始し、信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：ＣＦＲ
）を受信すると、対応する信号ＣＦＲをグループ３ファクシミリ装置ＦＸ１へと送信する
。
【００４８】
　このようにして、画情報の送信準備が整うと、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１は、
モデムのリトレーニングのためのトレーニング（Ｔｒａｉｎｉｎｇ）信号を送出した後に
、画情報を送出し、画情報の送出を終了すると、フラグ信号に続いて、画情報送信が終了
した旨を通知する信号ＥＯＰを送出する。
【００４９】
　また、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１は、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１よりトレ
ーニング信号を検出すると、信号（Ｔ３０ＩＮＤ：Ｓｐｅｅｄ）をＴ３８ゲートウェイ装
置ＧＷ２へ送信し、続いて、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１より受信した画情報を複
数に分割し、それぞれの分割された画情報をパケットデータとして、Ｔ３８ゲートウェイ
装置ＧＷ２へ送信する。そして、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１よりフラグ信号を検
出すると、信号（Ｔ３０ＩＮＤ：Ｆｌａｇｓ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２へ送信す
るとともに、信号ＥＯＰを検出すると、信号ＥＯＰをあらわす信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：Ｅ
ＯＰ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２へ送信する。
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【００５０】
　一方、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２は、信号（Ｔ３０ＩＮＤ：Ｓｐｅｅｄ）を受信す
ると、対応するトレーニング信号をグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へ送信し、画情報
を運ぶパケットを受信すると、それに含まれている分割画情報を順次取り出し、連結した
画情報を作成し、その画情報を、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へ送信する。また、
画報の送信を終了した後に、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へのフラグ信号の送出を
開始し、このときには、信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：ＥＯＰ）を受信するので、対応する信号
ＥＯＰをグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へと送信する。
【００５１】
　また、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２は、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２より受信
したトレーニング信号でモデムのリトレーニングを行った後、画情報を受信し、次いで、
フラグ信号に続いて信号ＥＯＰを受信すると、画情報の受信が終了したことを認識する。
そして、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２は、そのときの画情報の受信結果が良好な場
合には、フラグ信号に続いて、その旨を通知する信号ＭＣＦをＴ３８ゲートウェイ装置Ｇ
Ｗ２に送信する。
【００５２】
　Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２は、フラグ信号を検出すると、信号（Ｔ３０ＩＮＤ：Ｆ
ｌａｇｓ）をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へ送信するとともに、信号ＭＣＦを検出する
と、信号ＭＣＦをあらわす信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：ＭＣＦ）をＴ３８ゲートウェイ装置Ｇ
Ｗ１へ送信する。
【００５３】
　それにより、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１は、フラグ信号を受信した時点でグループ
３ファクシミリ装置ＦＸ１へフラグ信号の送出を開始し、信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：ＭＣＦ
）を受信すると、対応する信号ＭＣＦをグループ３ファクシミリ装置ＦＸ１へと送信する
。
【００５４】
　それにより、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１は、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ
２で画情報を正常に受信されたことを認識する。この後は、グループ３ファクシミリ装置
ＦＸ１は、フラグ信号に続き、回線復旧を指令するための信号ＤＣＮをＴ３８ゲートウェ
イ装置ＧＷ１へ送出した後に、回線を復旧する。
【００５５】
　それにより、上述と同様の手順により、信号（Ｔ３０ＩＮＤ：Ｆｌａｇｓ）、信号（Ｖ
２１ＨＤＬＣ：ＤＣＮ）がＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１からＴ３８ゲートウェイ装置Ｇ
Ｗ２へと送信される。そして、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１からは、フラグ信号および
信号ＤＣＮがグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へと順次送信され、グループ３ファクシ
ミリ装置ＦＸ２は、信号ＤＣＮを受信すると、回線を復旧する。
【００５６】
　また、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１は、通信パスを切断する旨を要求する切断要求パ
ケットをＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２へ送出し、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２は、切
断要求パケットを受信すると、通信パスの切断を確認した旨をあらわす切断確認パケット
をＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へ送出して、一連の通信動作を終了する。
【００５７】
　これにより、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１とＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１との
間の回線、および、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２とＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２
との間の回線が復旧され、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１とグループ３ファクシミリ
装置ＦＸ２の間に形成されていたリアルタイム的な通信パスが切断される。
【００５８】
　このようにして、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１とグループ３ファクシミリ装置Ｆ
Ｘ２との間のファクシミリ伝送手順が、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１およびＴ３８ゲー
トウェイ装置ＧＷ２のリアルタイム伝送手順により、リアルタイム的に実行されて、グル
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ープ３ファクシミリ装置ＦＸ１からグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２への画情報の送信
がなされる。
【００５９】
　ここで、図３における信号（Ｔ３０ＩＮＤ：「信号名」）は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０
に従ったトーナル信号の検出を通知するための信号であり、信号（Ｖ２１ＨＤＬＣ：「信
号名」）は、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３０に従ったバイナリ信号を運ぶための信号である。ま
た、「Ｖ．２１」、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｖ．２１モデムにより運ばれる信号であることをあら
わし、「ＨＤＬＣ」は、ＨＤＬＣフレーム化されている信号であることをあらわす。
【００６０】
　そして、このような信号をやりとりすることで、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１とＴ３
８ゲートウェイ装置ＧＷ２との間で、リアルタイム伝送手順が実現される。
【００６１】
　ここで、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１がＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２に対して、接
続要求する際に送出するＳＥＴＵＰパケット、および、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２が
Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１に対して、接続確認のために送出するＣＯＮＮＥＣＴパケ
ットは、ＴＴＣ標準ＪＴ－Ｈ２２５．０に規定されている信号であり、それらのパケット
に含まれる情報要素の１つとして、製造メーカーをあらわすマニュファクチャーコードと
、製品名（製品番号）をあらわすプロダクトコードが含まれている。
【００６２】
　さて、上述した伝送手順において、非標準モードをネゴシェーションするためのオプシ
ョン信号は、メーカー独自の内容を持つため、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２と
グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１，ＦＸ２のメーカーが相違する場合には、Ｔ３８ゲー
トウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２は、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１，ＦＸ２がやりとり
するオプション信号の内容を適切に解釈することができない（前述）。
【００６３】
　一方、オプション信号には、当該オプション信号を送信した端末のメーカーをあらわす
メーカーコードが含まれており、当該メーカーコードは、全ての端末から読取可能であり
、この場合、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２も、オプション信号のメーカーコー
ドを解釈することができる。
【００６４】
　そこで、本実施例では、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２は、オプション信号を
受信すると、当該オプション信号のメーカーコードを解釈し、その内容が、自端末がオプ
ション信号を解釈可能であると登録されているメーカーコードと一致する場合には、受信
したオプション信号を透過する一方、受信したオプション信号のメーカーコードの内容が
、自端末がオプション信号を解釈可能であると登録されているメーカーコードと一致しな
い場合には、受信したオプション信号を廃棄する。
【００６５】
　このようにすることで、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１，ＦＸ２とＴ３８ゲートウ
ェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２のメーカーが相違する場合などでは、Ｔ３８ゲートウェイ装置Ｇ
Ｗ１，ＧＷ２が解釈できないオプション信号が廃棄されるので、その通信では、標準的な
通信機能が適用されるので、適切な画情報通信が可能となる。
【００６６】
　すなわち、例えば、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１，ＦＸ２とＴ３８ゲートウェイ
装置ＧＷ１，ＧＷ２のメーカーが相違し、かつ、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１とグ
ループ３ファクシミリ装置ＦＸ２のメーカーが一致する場合、着呼側のグループ３ファク
シミリ装置ＦＸ２が発呼側のグループ３ファクシミリ装置ＦＸ１へ送信したオプション信
号ＮＳＦが、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２で透過されて、発呼側のグループ３
ファクシミリ装置ＦＸ１へ到達した場合、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１は、オプシ
ョン信号ＮＳＦを有効なものとして処理し、非標準モードの通信機能を設定し、その設定
した非標準モードの通信機能をオプション信号ＮＳＳを用いて受信側へ通知する。
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【００６７】
　そして、このオプション信号ＮＳＳもＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２で透過さ
れて、着呼側のグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へ到達し、当該オプション信号ＮＳＳ
は、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ２で適切に処理されるので、それ以降、グループ３
ファクシミリ装置ＦＸ１，ＦＸ２は、非標準モードの通信動作を行おうとする。
【００６８】
　ところが、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２は、オプション信号ＮＳＳの内容（情報フィ
ールドの値）を解釈することができないため、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１より受信し
た画情報信号をいかなる伝送速度でグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２へ送信（転送）す
ればよいのか判断することができず、したがって、画情報の送受信の段階（フェーズＣ）
で、このときの通信が失敗する。
【００６９】
　そこで、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ２がグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２よりオプ
ション信号ＮＳＦを受信して、その受信したオプション信号ＮＳＦのメーカーコードが、
自端末に登録されている値と異なることを検出した場合、その受信したオプション信号Ｎ
ＳＦを廃棄して、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１へ送り出さないようにすれば、それ以降
、グループ３ファクシミリ装置ＦＸ１とグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２の間で、グル
ープ３ファクシミリ伝送手順上、オプション信号のやりとりが行われることがなく、すな
わち、それ以降は、オプション信号のやりとりがないため、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ
１，ＧＷ２は、全てのＴ３０ファクシミリ信号の解釈を行うことができ、その結果、グル
ープ３ファクシミリ装置ＦＸ１とグループ３ファクシミリ装置ＦＸ２の間で適切に画情報
通信を行うことができる。
【００７０】
　したがって、本実施例では、上述したようなオプション信号を透過させるメーカーコー
ドを、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２にあらかじめ登録しておく。また、この登
録するメーカーコードは、オプション信号を解釈可能なメーカーのものを全て登録するこ
とができる。
【００７１】
　図４は、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２の通信処理の一例を示している。
【００７２】
　まず、相手のＴ３８ゲートウェイ装置との間で所定の呼接続処理を行い（処理１０１）
、発呼側のグループ３ファクシミリ装置、発呼側のＴ３８ゲートウェイ装置、着呼側のＴ
３８ゲートウェイ装置、および、着呼側のグループ３ファクシミリ装置の間で通信パスを
確立する。
【００７３】
　その状態で、ＩＰ網よりＴ３８パケットを受信するか、アナログ公衆網よりＴ３０ファ
クシミリ信号を受信するか監視する（判断１０２，１０３のＮＯループ）。
【００７４】
　ＩＰ網よりＴ３８パケットを受信した場合で、判断１０２の結果がＹＥＳになるときに
は、その受信したＴ３８パケットの内容がオプション信号ＮＳＦまたはオプション信号Ｎ
ＳＣであったかどうかを調べ（判断１０４）、判断１０４の結果がＹＥＳになるときには
、当該受信Ｔ３８パケットを廃棄して、判断１０２へ戻り、次の信号の受信に備える。
【００７５】
　また、受信したＴ３８パケットがオプション信号ＮＳＦでもオプション信号ＮＳＣでも
ない場合で、判断１０４の結果がＮＯになるときには、受信したＴ３８パケットを対応す
るＴ３０ファクシミリ信号へ変換して、そのときの発呼側または着呼側のグループ３ファ
クシミリ装置へ送信する（処理１０５）。
【００７６】
　ここで、通信が終了したかどうかを調べ（判断１０６）、判断１０６の結果がＮＯにな
るときには、判断１０２へ戻り、次の信号の受信に備える。また、判断１０６の結果がＹ
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ＥＳになるときには、所定の呼終了処理を行い（処理１０７）、確立した通信パスを切断
・終了して、このときの通信動作を終了する。
【００７７】
　また、アナログ公衆網よりＴ３０ファクシミリ信号を受信した場合で、判断１０３の結
果がＹＥＳになるときには、その受信したＴ３０ファクシミリ信号の内容がオプション信
号ＮＳＦまたはオプション信号ＮＳＣであったかどうかを調べ（判断１０８）、判断１０
８の結果がＹＥＳになるときには、当該受信Ｔ３０ファクシミリ信号を廃棄して、判断１
０２へ戻り、次の信号の受信に備える。
【００７８】
　また、受信したＴ３０ファクシミリ信号がオプション信号ＮＳＦでもオプション信号Ｎ
ＳＣでもない場合で、判断１０８の結果がＮＯになるときには、受信したＴ３０ファクシ
ミリ信号を対応するＴ３８パケットへ変換して、そのときの発呼側または着呼側のＴ３８
ゲートウェイ装置（または、Ｔ３８端末装置（後述））へ送信する（処理１０９）。
【００７９】
　ここで、通信が終了したかどうかを調べ（判断１１０）、判断１１０の結果がＮＯにな
るときには、判断１０２へ戻り、次の信号の受信に備える。また、判断１１０の結果がＹ
ＥＳになるときには、処理１０７へ進んで所定の呼終了処理を行い、確立した通信パスを
切断・終了して、このときの通信動作を終了する。
【００８０】
　なお、図４に示した処理では、メーカーコードにかかわらず、オプション信号を透過さ
せないようにしているので、上述した場合と同様の効果を得る。
【００８１】
　図５は、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２の通信処理の他の例を示している。
【００８２】
　まず、相手のＴ３８ゲートウェイ装置との間で所定の呼接続処理を行い（処理２０１）
、発呼側のグループ３ファクシミリ装置、発呼側のＴ３８ゲートウェイ装置、着呼側のＴ
３８ゲートウェイ装置、および、着呼側のグループ３ファクシミリ装置の間で通信パスを
確立する。
【００８３】
　その状態で、ＩＰ網よりＴ３８パケットを受信するか、アナログ公衆網よりＴ３０ファ
クシミリ信号を受信するか監視する（判断２０２，２０３のＮＯループ）。
【００８４】
　ＩＰ網よりＴ３８パケットを受信した場合で、判断２０２の結果がＹＥＳになるときに
は、その受信したＴ３８パケットの内容がオプション信号ＮＳＦまたはオプション信号Ｎ
ＳＣであったかどうかを調べ（判断２０４）、判断２０４の結果がＹＥＳになるときには
、そのオプション信号ＮＳＦ／ＮＳＣのメーカーコードが登録されているものに一致する
かどうかを検査して（処理２０５）、当該信号を透過できるかどうかを調べる（判断２０
６）。判断２０６の結果がＮＯになるときには、当該受信Ｔ３８パケットを廃棄して、判
断２０２へ戻り、次の信号の受信に備える。
【００８５】
　また、受信したＴ３８パケットがオプション信号ＮＳＦでもオプション信号ＮＳＣでも
ない場合で、判断２０４の結果がＮＯになるとき、および、受信したオプション信号ＮＳ
Ｆ／ＮＳＣのメーカーコードが登録されている値であり、判断２０６の結果がＹＥＳにな
るときには、受信したＴ３８パケットを対応するＴ３０ファクシミリ信号へ変換して、そ
のときの発呼側または着呼側のグループ３ファクシミリ装置へ送信する（処理２０７）。
【００８６】
　ここで、通信が終了したかどうかを調べ（判断２０８）、判断２０８の結果がＮＯにな
るときには、判断２０２へ戻り、次の信号の受信に備える。また、判断２０８の結果がＹ
ＥＳになるときには、所定の呼終了処理を行い（処理２０９）、確立した通信パスを切断
・終了して、このときの通信動作を終了する。
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【００８７】
　また、アナログ公衆網よりＴ３０ファクシミリ信号を受信した場合で、判断２０３の結
果がＹＥＳになるときには、その受信したＴ３０ファクシミリ信号の内容がオプション信
号ＮＳＦまたはオプション信号ＮＳＣであったかどうかを調べ（判断２１０）、判断２１
０の結果がＹＥＳになるときには、そのオプション信号ＮＳＦ／ＮＳＣのメーカーコード
が登録されているものに一致するかどうかを検査して（処理２１１）、当該信号を透過で
きるかどうかを調べる（判断２１２）。判断２１２の結果がＮＯになるときには、当該受
信Ｔ３０ファクシミリ信号を廃棄して、判断２０２へ戻り、次の信号の受信に備える。
【００８８】
　また、受信したＴ３０ファクシミリ信号がオプション信号ＮＳＦでもオプション信号Ｎ
ＳＣでもない場合で、判断２１０の結果がＮＯになるとき、および、受信したオプション
信号ＮＳＦ／ＮＳＣのメーカーコードが登録されている値であり、判断２１２の結果がＹ
ＥＳになるときには、受信したＴ３０ファクシミリ信号を対応するＴ３８パケットへ変換
して、そのときの発呼側または着呼側のＴ３８ゲートウェイ装置（または、Ｔ３８端末装
置）へ送信する（処理２１３）。
【００８９】
　ここで、通信が終了したかどうかを調べ（判断２１４）、判断２１４の結果がＮＯにな
るときには、判断２０２へ戻り、次の信号の受信に備える。また、判断２１４の結果がＹ
ＥＳになるときには、処理２０９へ進み、所定の呼終了処理を行い、確立した通信パスを
切断・終了して、このときの通信動作を終了する。
【００９０】
　なお、Ｔ３８端末装置とは、ファクシミリ装置機能および勧告Ｔ．３８に準拠した通信
機能を備えた端末装置を指すが、Ｔ３８ゲートウェイ装置も含むものである。
【００９１】
　図６は、本発明の他の実施例にかかる通信システムを示している。
【００９２】
　このファクシミリ通信システムは、ＩＰ網ＮＴに接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に
準拠したゲートウェイ機能を備えたＴ３８端末装置ＩＦＸ、アナログ公衆網ＰＳＴＮに接
続されたグループ３ファクシミリ装置ＦＸ、アナログ公衆網ＰＳＴＮ２およびＩＰ網ＮＴ
に接続され、ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８に準拠したゲートウェイ機能を備えたＴ３８ゲート
ウェイ装置ＧＷから構成されている。
【００９３】
　ここで、グループ３ファクシミリ装置ＦＸとＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷが同一地域内
に設置され、また、Ｔ３８端末装置ＩＦＸの設置地域とは、相互に遠隔地域である。
【００９４】
　したがって、この場合、グループ３ファクシミリ装置ＦＸについては、Ｔ３８ゲートウ
ェイ装置ＧＷが勧告Ｔ．３８に準拠したリアルタイム型インターネットファクシミリ通信
サービスを提供する。
【００９５】
　図７は、Ｔ３８端末装置ＩＦＸの構成例を示している。
【００９６】
　同図において、システム制御部２１は、このＴ３８端末装置ＩＦＸの各部の制御処理、
および、リアルタイム伝送制御手順（ＩＴＵ－Ｔ勧告Ｔ．３８手順）処理などの各種制御
処理を行うものであり、システムメモリ２２は、システム制御部２１が実行する制御処理
プログラム、および、処理プログラムを実行するときに必要な各種データなどを記憶する
とともに、システム制御部２１のワークエリアを構成するものであり、パラメータメモリ
２３は、このＴ３８端末装置ＩＦＸに固有な各種の情報を記憶するためのものであり、時
計回路２４は、現在時刻情報を出力するものである。
【００９７】
　スキャナ２５は、所定の解像度で原稿画像を読み取るためのものであり、プロッタ２６
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は、所定の解像度で画像を記録出力するためのものであり、操作表示部２７は、このファ
クシミリ装置を操作するためのもので、各種の操作キー、および、各種の表示器からなる
。
【００９８】
　符号化復号化部２８は、画信号を符号化圧縮するとともに、符号化圧縮されている画情
報を元の画信号に復号化するためのものであり、画像蓄積装置２９は、符号化圧縮された
状態の画情報を多数記憶するためのものである。
【００９９】
　ＩＰ網インターフェース回路３２は、このＴ３８端末装置ＩＦＸをＩＰ網ＮＴへ接続し
、ＩＰ網ＮＴを介して種々のデータをやりとりするためのものであり、ＴＣＰ／ＩＰパケ
ット解析部３３は、ＴＣＰモード時に、ＩＰ網インターフェース回路３２が受信したＴＣ
Ｐ／ＩＰパケットを解析して受信情報を取り出すためのものであり、ＵＤＰパケット解析
部３４は、ＵＤＰモード時に、ＩＰ網インターフェース回路３２が受信したＵＤＰパケッ
トを解析して受信情報を取り出すためのものである。
【０１００】
　グループ３プロトコル情報生成部３５は、リアルタイム伝送手順において、ＴＣＰモー
ド時はＴＣＰ／ＩＰパケット解析部３３から出力される受信情報を対応するグループ３伝
送手順信号情報に変換するとともに、ＵＤＰモード時はＵＤＰパケット解析部３４から出
力される受信情報を対応するグループ３伝送手順信号情報に変換するものである。
【０１０１】
　グループ３プロトコル情報取出部３６は、リアルタイム伝送手順において、送信するグ
ループ３ファクシミリ伝送手順情報を取り出すためのものであり、ＴＣＰ／ＩＰパケット
変換部３７は、ＴＣＰモード時、グループ３プロトコル情報取出部３６から出力されるグ
ループ３ファクシミリ伝送手順情報をＴＣＰ／ＩＰパケットデータへ変換するためのもの
であり、その出力データは、ＩＰ網インターフェース回路３２へ加えられる。
【０１０２】
　また、ＵＤＰパケット変換部３８は、ＵＤＰモード時、グループ３プロトコル情報取出
部３６から出力されるグループ３ファクシミリ伝送手順情報をＵＤＰパケットデータへ変
換するためのものであり、その出力データは、ＩＰ網インターフェース回路３２へ加えら
れる。
【０１０３】
　これらの、システム制御部２１、システムメモリ２２、パラメータメモリ２３、時計回
路２４、スキャナ２５、プロッタ２６、操作表示部２７、符号化復号化部２８、画像蓄積
装置２９、グループ３プロトコル情報生成部３５、および、グループ３プロトコル情報取
出部３６は、内部バス３９に接続されており、これらの各要素間でのデータのやりとりは
、主としてこの内部バス３９を介して行われている。
【０１０４】
　図８は、Ｔ３８端末装置ＩＦＸがグループ３ファクシミリ装置ＦＸへ発呼して、画情報
を送信する場合の手順の一例を示しており、図９は、グループ３ファクシミリ装置ＦＸが
Ｔ３８端末装置ＩＦＸへ発呼して、画情報を送信する場合の手順の一例を示している。な
お、これらの伝送手順の詳細については、図３と同様なので、その説明を省略する。
【０１０５】
　さて、本実施例では、Ｔ３８端末装置ＩＦＸは、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷとの間で
通信動作のはじめの呼接続処理時にやりとりするＳＥＴＵＰパケットおよびＣＯＮＮＥＣ
Ｔパケットに含まれるマニュファクチャーコードおよびプロダクトコードを参照して、相
手端末との間でグループ３ファクシミリ伝送手順におけるオプション信号をやりとりする
ことができるかどうかを調べる。
【０１０６】
　したがって、Ｔ３８端末装置ＩＦＸには、オプション信号を透過可能なＴ３８ゲートウ
ェイ装置ＧＷのマニュファクチャーコードおよびプロダクトコードがあらかじめ１つ以上
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登録されている。
【０１０７】
　そして、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷから受信したＳＥＴＵＰパケットまたはＣＯＮＮ
ＥＣＴパケットのマニュファクチャーコードおよびプロダクトコードが、登録されている
値であるかどうかを調べ、登録されている場合には、オプション信号を透過するモードを
セットし、登録されていない場合には、オプション信号を非透過にするモードをセットす
る。
【０１０８】
　その後、伝送前手順を行う際、オプション信号を透過するモードがセットされている場
合には、オプション信号のやりとりを含む伝送前手順処理を行い、また、オプション信号
を非透過にするモードがセットされている場合には、オプション信号のやりとりを行わな
い伝送前手順処理を行う。
【０１０９】
　このようにすることで、オプション信号を使用した非標準モードの通信動作を適切に行
うことができるようになる。
【０１１０】
　図１０は、Ｔ３８端末装置ＩＦＸの発呼時の処理の一例を示している。
【０１１１】
　ユーザがスキャナ２５に送信原稿をセットし（処理４０１）、相手先のファクシミリ番
号を入力し（処理４０２）、操作表示部２７のスタートキーを押下して送信開始を指令す
ると（処理４０３）、スキャナ２５にセットされている送信原稿の画像を読み取り、それ
によって得た画像データを符号化復号化部２８で符号化圧縮し、それによって得た画情報
を画像蓄積装置２９に蓄積する（処理４０４）。
【０１１２】
　次いで、対地側のＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷとの間で所定の呼接続手順を行って、宛
先のグループ３ファクシミリ装置ＦＸとの間に通信パスを確立する（処理４０５）。
【０１１３】
　ここで、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷより受信したＣＯＮＮＥＣＴパケットのマニュフ
ァクチャーコードおよびプロダクトコードが登録されている値に一致するかどうかを調べ
（処理４０６）、登録されている場合には（判断４０７の結果がＹＥＳ）、非標準フラグ
をセットして、オプション信号を透過するモードを設定し（処理４０８）、登録されてい
ない場合には（判断４０７の結果がＮＯ）、非標準フラグをクリアして、オプション信号
を非透過するモードを設定する（処理４０９）。
【０１１４】
　次いで、発呼時の伝送前手順処理を行う（処理４１０）。この処理４１０では、非標準
フラグの値を参照し、セットされている場合には、オプション信号を用いて通信機能等を
設定する動作を行い、セットされていない場合には、オプション信号を用いないで通信機
能等を設定する動作を行う。
【０１１５】
　次いで、画像蓄積装置２９に蓄積した画情報の１ページ分を相手端末へ送信し（処理４
１１）、１ページ分の送信が終了すると、次の送信ページがあるかどうかを調べる（判断
４１２）。
【０１１６】
　判断４１２の結果がＹＥＳになるときには、メッセージ後信号として信号ＭＳＰを送出
し（処理４１３）、応答信号を受信し（処理４１４）、処理４１１へ戻って、残りのペー
ジの画情報の送信を行う。
【０１１７】
　また、判断４１２の結果がＮＯになるときには、メッセージ後信号として信号ＥＯＰを
送出し（処理４１５）、応答信号を受信し（処理４１６）、信号ＤＣＮを送出し（処理４
１７）、所定の呼終了処理を行い（処理４１８）、確立した通信パスを切断・終了して、
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このときの通信動作を終了する。
【０１１８】
　図１１は、Ｔ３８端末装置ＩＦＸの着呼時の処理の一例を示している。
【０１１９】
　着信検出すると（処理５０１）、対地側のＴ３８ゲートウェイ装置ＧＷとの間で所定の
呼接続手順を行って、宛先のグループ３ファクシミリ装置ＦＸとの間に通信パスを確立す
る（処理５０２）。
【０１２０】
　ここで、Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷより受信したＳＥＴＵＰパケットのマニュファク
チャーコードおよびプロダクトコードが登録されている値に一致するかどうかを調べ（処
理５０３）、登録されている場合には（判断５０４の結果がＹＥＳ）、非標準フラグをセ
ットして、オプション信号を透過するモードを設定し（処理５０５）、登録されていない
場合には（判断５０４の結果がＮＯ）、非標準フラグをクリアして、オプション信号を非
透過するモードを設定する（処理５０６）。
【０１２１】
　次いで、着呼時の伝送前手順処理を行う（処理５０７）。この処理５０７では、非標準
フラグの値を参照し、セットされている場合には、オプション信号を用いて通信機能等を
設定する動作を行い、セットされていない場合には、オプション信号を用いないで通信機
能等を設定する動作を行う。
【０１２２】
　次いで、相手端末より画情報を１ページ分受信して、受信した画情報を画像蓄積装置２
９に蓄積し（処理５０８）、１ページ分の受信が終了すると、そのときの受信結果を応答
する（処理５０９）。
【０１２３】
　ここで、受信したメッセージ後信号の内容から、次の送信ページがあるかどうかを調べ
る（判断５１０）。判断５１０の結果がＹＥＳになるときには、処理５０８へ戻り、次の
ページの画情報を受信する。
【０１２４】
　また、判断５１０の結果がＮＯになるときには、相手端末より信号ＤＣＮを受信し（処
理５１１）、所定の呼終了処理を行い（処理５１２）、確立した通信パスを切断・終了し
て、このときの通信動作を終了する。
【図面の簡単な説明】
【０１２５】
【図１】本発明の一実施例にかかるファクシミリ通信システムの一例を示したブロック図
。
【図２】Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ（ＧＷ１，ＧＷ２）の構成例を示したブロック図。
【図３】勧告Ｔ．３８の通信手順（リアルタイム伝送手順）の一例を示したタイムチャー
ト。
【図４】Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２の通信処理の一例を示したフローチャー
ト。
【図５】Ｔ３８ゲートウェイ装置ＧＷ１，ＧＷ２の通信処理の他の例を示したフローチャ
ート。
【図６】本発明の他の実施例にかかる通信システムを示したブロック図。
【図７】Ｔ３８端末装置ＩＦＸの構成例を示したブロック図。
【図８】Ｔ３８端末装置ＩＦＸがグループ３ファクシミリ装置ＦＸへ発呼して、画情報を
送信する場合の手順の一例を示したタイムチャート。
【図９】グループ３ファクシミリ装置ＦＸがＴ３８端末装置ＩＦＸへ発呼して、画情報を
送信する場合の手順の一例を示したタイムチャート。
【図１０】Ｔ３８端末装置ＩＦＸの発呼時の処理の一例を示したフローチャート。
【図１１】Ｔ３８端末装置ＩＦＸの着呼時の処理の一例を示したフローチャート。
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【符号の説明】
【０１２６】
　ＦＸ，ＦＸ１，ＦＸ２　グループ３ファクシミリ装置
　ＧＷ，ＧＷ１，ＧＷ２　Ｔ３８ゲートウェイ装置
　ＩＦＸ　Ｔ３８端末装置

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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